雲仙市にこにこ赤ちゃん支援事業の取扱店登録募集要領

1. 事業の趣旨
乳幼児を養育している子育て家庭の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てられる環境と次世代を担う子どもの健やかな成長に資するため、にこにこ赤ちゃん券を支給する。

2, 事業の概要
	(1) 券の名称
	雲仙市にこにこ赤ちゃん券

	(2) 支給内容
	2,000 円券×月数（年度末まで）支給
　＊支給対象期間分を年度ごとに支給

	
	（支給対象期間）
・支給対象児の出生日の属する月の翌月から満２歳の誕生日の属する月まで
・支給対象児が他市町村から転入した場合、転入した日の属する月の翌月から
満２歳の誕生日の属する月まで
	

	

	(3) 支給対象者
	雲仙市在住の満２歳未満の乳幼児と同居する養育者

	(4) 有効期限
	支給した年度の年度末

	(5) 事業の開始　
	令和元年10月１日


　　　
3. 取扱店業務内容　　別紙「取扱店の業務について」のとおり

4, 取扱店の参加要件　　
・本事業に賛同し、次のすべての要件を満たしていること。
(1) 販売店舗を雲仙市内に有していること。
(2) 下表のうちいずれかの育児用品を取り扱っていること。
	おむつ関連用品
	紙おむつ、布おむつ、おむつカバー、おむつライナー、おしりふき

	授乳関連用品
	粉ミルク、哺乳瓶、替え乳首、消毒用品、搾乳機、
母乳冷凍保存パック

	離乳食関連用品
	離乳食（加工済み製品として販売されているものに限る）、食器、
保存ケース、料理用品

	その他育児に関連する用品


(3) 役員等(個人にあってはその者、法人にあってはその役員または店舗の代表者をいう。)が、
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77条)第２条第６号に規定する暴力団員または同条第２号に規定する暴力団員等と緊密な関係を有するものでないこと。



5. 登録申請について
	(1) 申請窓口
	雲仙市福祉事務所　子ども支援課　子育て支援班

	(2) 申請方法
	この募集要領に同意のうえ、次の書類を提出
・「雲仙市にこにこ赤ちゃん券取扱店登録申請書」

	(3) 申    請
	[bookmark: _GoBack]随時受付

	(4) 登録店舗の決定　
	登録が決定した店舗には、審査後、「雲仙市にこにこ赤ちゃん券取扱店登録決定通知書」 を交付します。


　　


	【問い合わせ先】
〒854-0492 雲仙市千々石町戊582番地　
雲仙市福祉事務所
子ども支援課　子育て支援班
　　　　　　　　　　　　　　　　電話 0957-36-2500





